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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者の発射操作による遊技媒体の発射を条件に遊技を実行し、遊技における賞価値と
して発生した遊技媒体を遊技者に付与可能な遊技機において、
　遊技機への電源供給が停止する際に、賞価値として発生した遊技媒体のうちで遊技者へ
の付与が済んでいない未付与の遊技媒体の情報を記憶する第１の記憶手段と、
　遊技機への電源供給が停止する際に遊技制御が中断されて、その中断時点での遊技の状
態に関する情報を記憶する第２の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段に記憶された情報に基づいて、遊技機への
電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる遊技媒体に関する付与見込数情
報を生成する生成手段と、
　遊技媒体に関わる所定の情報を表示する遊技媒体数表示手段と、
　遊技機への電源の供給停止時に前記遊技媒体数表示手段に電源を供給するバックアップ
手段と、
　遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検出する操作検出手段と、
　を備え、
　前記遊技媒体数表示手段は、前記遊技機への電源の供給停止時に、前記バックアップ手
段から供給される電源を用いて、前記生成手段によって生成される付与見込数情報を表示
するように構成し、
　遊技者に賞価値として多くの遊技媒体を付与可能とする特別遊技状態が発生していると
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きに、遊技機への電源供給が停止して遊技制御が中断した場合には、特別遊技状態が再開
して新たに発生が見込まれる賞価値としての遊技媒体数と、前記未付与の遊技媒体数とを
、個別に前記遊技媒体数表示手段に表示し、
　遊技機への電源供給が再開した場合には、前記操作検出手段による遊技の実行に関わる
所定の操作の検出を待たずに遊技者に対して前記未付与の遊技媒体の付与を自動的に開始
し、
　遊技機への電源供給の再開後に前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の操作
の検出があった場合に、停電によって中断された特別遊技状態を再開することを特徴とす
る遊技機。
【請求項２】
　遊技者の発射操作による遊技媒体の発射を条件に遊技を実行し、遊技における賞価値と
して発生した遊技媒体を遊技者に付与可能な遊技機において、
　遊技機への電源供給が停止する際に、賞価値として発生した遊技媒体のうちで遊技者へ
の付与が済んでいない未付与の遊技媒体の情報を記憶する第１の記憶手段と、
　遊技機への電源供給が停止する際に遊技制御が中断されて、その中断時点での遊技の状
態に関する情報を記憶する第２の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段に記憶された情報に基づいて、遊技機への
電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる遊技媒体に関する付与見込数情
報を生成する生成手段と、
　遊技媒体に関わる所定の情報を表示する遊技媒体数表示手段と、
　遊技機への電源の供給停止時に前記遊技媒体数表示手段に電源を供給するバックアップ
手段と、
　遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検出する操作検出手段と、
　を備え、
　前記遊技媒体数表示手段は、前記遊技機への電源の供給停止時に、前記バックアップ手
段から供給される電源を用いて、前記生成手段によって生成される付与見込数情報を表示
するように構成し、
　遊技者に賞価値として多くの遊技媒体を付与可能とする特別遊技状態が発生していると
きに、遊技機への電源供給が停止して遊技制御が中断した場合には、特別遊技状態が再開
して新たに発生が見込まれる賞価値としての遊技媒体数と、前記未付与の遊技媒体数とを
、合計して前記遊技媒体数表示手段に表示し、
　遊技機への電源供給が再開した場合には、前記操作検出手段による遊技の実行に関わる
所定の操作の検出を待たずに遊技者に対して前記未付与の遊技媒体の付与を自動的に開始
し、
　遊技機への電源供給の再開後に前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の操作
の検出があった場合に、停電によって中断された特別遊技状態を再開することを特徴とす
る遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は遊技機に関し、特に停電中の遊技機の表示に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、パチンコ遊技機、スロットマシン遊技機は、遊技店の島設備から電源（ＡＣ２４Ｖ
）の供給を受けて動作し、プログラムの実行に従って遊技のための制御動作を行うマイク
ロコンピュータ等の処理手段からなる複数の制御装置（遊技制御装置、排出制御装置等）
が設けられている。この制御装置はセンサ（賞球検出手段、入賞球検出手段）の検出信号
を定期的に監視しつつ、遊技機内に設けられた被制御装置（入賞装置、表示装置、排出ユ
ニット等）の動作を制御して、遊技や遊技に関連する動作（入賞口の開閉、遊技媒体（遊
技球、遊技コイン等）の払出等）を管理・制御して遊技を進行させるように構成されてい
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る。
【０００３】
例えば、パチンコ機では、遊技制御装置が入賞球を検出する入賞センサの検出信号を定期
的に監視し、入賞球が検出されると入賞記憶データを増加させ、その入賞記憶データに基
づいて、排出制御装置に賞球制御指令信号を送信して、入賞の種類に応じた所定数の賞球
を排出させる構成となっている。この場合、具体的には、排出ユニット６００の排出機構
を駆動させて遊技球を下方へ流下案内し、遊技球が、２条の流路の各々に設けられた賞球
検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂを通過するように制御する（図２、図３参照）。そして、
これらの排出球検出手段として機能する排出センサ（賞球検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂ
、貸球検出センサ７１４Ａ、７１４Ｂ）の検出信号を、遊技制御装置、排出制御装置が定
期的に監視して、賞球排出が正常であるかを監視し、賞球排出数のデータを外部の管理装
置に送信していた。なお、本実施の形態等の説明において「賞球検出センサ７１３」は、
賞球検出センサ７１３Ａと賞球検出センサ７１３Ｂの双方を意味し、双方の賞球検出セン
サの出力を読み込んで、いずれかの賞球検出センサで球が検出されることを意味する。
【０００４】
このパチンコ機は２４Ｖの交流電源で動作しており、停電が発生すると排出ユニットは停
止する。また、停電検出後に排出されずに残された球数を、停電時にも保持されるバック
アップメモリに記憶している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　上述したバックアップ機能を有する遊技機では、停電発生時に、払い出されていない遊
技球数が遊技機内部のバックアップメモリに記憶保持されているが、記憶保持されたを外
部から確認することはできなかった。
【０００６】
さらに、残賞球数を停電中に表示すると、停電発生までに確定した賞球数を表示して、遊
技者に付与することができる。しかし、特別遊技中に停電が発生した場合には、特別遊技
により遊技者が獲得できる特典（遊技球）を、遊技者に付与することができず。遊技者に
とって、特別遊技の権利を途中で奪われることになり不利益であった。
【０００７】
本発明は、停電時にも未排出球数を記憶保持する遊技機において、停電中も特別遊技の進
行状況を表示する遊技機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　第１の発明は、遊技者の発射操作による遊技媒体の発射を条件に遊技を実行し、遊技に
おける賞価値として発生した遊技媒体を遊技者に付与可能な遊技機において、遊技機への
電源供給が停止する際に、賞価値として発生した遊技媒体のうちで遊技者への付与が済ん
でいない未付与の遊技媒体の情報を記憶する第１の記憶手段と、遊技機への電源供給が停
止する際に遊技制御が中断されて、その中断時点での遊技の状態に関する情報を記憶する
第２の記憶手段と、前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段に記憶された情報に基づ
いて、遊技機への電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる遊技媒体に関
する付与見込数情報を生成する生成手段と、遊技媒体に関わる所定の情報を表示する遊技
媒体数表示手段と、遊技機への電源の供給停止時に前記遊技媒体数表示手段に電源を供給
するバックアップ手段と、遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検出する操作
検出手段と、を備え、前記遊技媒体数表示手段は、前記遊技機への電源の供給停止時に、
前記バックアップ手段から供給される電源を用いて、前記生成手段によって生成される付
与見込数情報を表示するように構成し、遊技者に賞価値として多くの遊技媒体を付与可能
とする特別遊技状態が発生しているときに、遊技機への電源供給が停止して遊技制御が中
断した場合には、特別遊技状態が再開して新たに発生が見込まれる賞価値としての遊技媒
体数と、前記未付与の遊技媒体数とを、個別に前記遊技媒体数表示手段に表示し、遊技機
への電源供給が再開した場合には、前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の操
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作の検出を待たずに遊技者に対して前記未付与の遊技媒体の付与を自動的に開始し、遊技
機への電源供給の再開後に前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の操作の検出
があった場合に、停電によって中断された特別遊技状態を再開する。
【０００９】
　第２の発明は、遊技者の発射操作による遊技媒体の発射を条件に遊技を実行し、遊技に
おける賞価値として発生した遊技媒体を遊技者に付与可能な遊技機において、遊技機への
電源供給が停止する際に、賞価値として発生した遊技媒体のうちで遊技者への付与が済ん
でいない未付与の遊技媒体の情報を記憶する第１の記憶手段と、遊技機への電源供給が停
止する際に遊技制御が中断されて、その中断時点での遊技の状態に関する情報を記憶する
第２の記憶手段と、前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段に記憶された情報に基づ
いて、遊技機への電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる遊技媒体に関
する付与見込数情報を生成する生成手段と、遊技媒体に関わる所定の情報を表示する遊技
媒体数表示手段と、遊技機への電源の供給停止時に前記遊技媒体数表示手段に電源を供給
するバックアップ手段と、遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検出する操作
検出手段と、を備え、前記遊技媒体数表示手段は、前記遊技機への電源の供給停止時に、
前記バックアップ手段から供給される電源を用いて、前記生成手段によって生成される付
与見込数情報を表示するように構成し、遊技者に賞価値として多くの遊技媒体を付与可能
とする特別遊技状態が発生しているときに、遊技機への電源供給が停止して遊技制御が中
断した場合には、特別遊技状態が再開して新たに発生が見込まれる賞価値としての遊技媒
体数と、前記未付与の遊技媒体数とを、合計して前記遊技媒体数表示手段に表示し、遊技
機への電源供給が再開した場合には、前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の
操作の検出を待たずに遊技者に対して前記未付与の遊技媒体の付与を自動的に開始し、遊
技機への電源供給の再開後に前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の操作の検
出があった場合に、停電によって中断された特別遊技状態を再開する。
【００１３】
【発明の作用および効果】
　第１の発明の遊技機では、遊技者の発射操作による遊技媒体の発射を条件に遊技を実行
し、遊技における賞価値として発生した遊技媒体を遊技者に付与可能な遊技機において、
遊技機への電源供給が停止する際に、賞価値として発生した遊技媒体のうちで遊技者への
付与が済んでいない未付与の遊技媒体の情報を記憶する第１の記憶手段と、遊技機への電
源供給が停止する際に遊技制御が中断されて、その中断時点での遊技の状態に関する情報
を記憶する第２の記憶手段と、前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段に記憶された
情報に基づいて、遊技機への電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる遊
技媒体に関する付与見込数情報を生成する生成手段と、遊技媒体に関わる所定の情報を表
示する遊技媒体数表示手段と、遊技機への電源の供給停止時に前記遊技媒体数表示手段に
電源を供給するバックアップ手段と、遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検
出する操作検出手段と、を備え、前記遊技媒体数表示手段は、前記遊技機への電源の供給
停止時に、前記バックアップ手段から供給される電源を用いて、前記生成手段によって生
成される付与見込数情報を表示するように構成し、遊技者に賞価値として多くの遊技媒体
を付与可能とする特別遊技状態が発生しているときに、遊技機への電源供給が停止して遊
技制御が中断した場合には、特別遊技状態が再開して新たに発生が見込まれる賞価値とし
ての遊技媒体数と、前記未付与の遊技媒体数とを、個別に前記遊技媒体数表示手段に表示
し、遊技機への電源供給が再開した場合には、前記操作検出手段による遊技の実行に関わ
る所定の操作の検出を待たずに遊技者に対して前記未付与の遊技媒体の付与を自動的に開
始し、遊技機への電源供給の再開後に前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の
操作の検出があった場合に、停電によって中断された特別遊技状態を再開するので、電源
供給再開後の特別遊技状態にて、遊技者に付与される遊技媒体数を、遊技者に理解させる
ことができるとともに、電源供給再開後の特別遊技状態によって新たに発生が見込まれる
遊技媒体数と未付与の遊技媒体数とを合わせた、実質的に遊技者に付与すべき遊技媒体数
を認識することができる。さらに、遊技者の離席中に特別遊技状態が再開して、特別遊技
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状態のチャンスを失うことが防止できるとともに、電源供給再開後から特別遊技状態再開
までの時間に未付与の遊技媒体の付与を開始すれば、再開された特別遊技中に発生した遊
技媒体を迅速に付与することができる。
【００１４】
　第２の発明の遊技機では、遊技者の発射操作による遊技媒体の発射を条件に遊技を実行
し、遊技における賞価値として発生した遊技媒体を遊技者に付与可能な遊技機において、
遊技機への電源供給が停止する際に、賞価値として発生した遊技媒体のうちで遊技者への
付与が済んでいない未付与の遊技媒体の情報を記憶する第１の記憶手段と、遊技機への電
源供給が停止する際に遊技制御が中断されて、その中断時点での遊技の状態に関する情報
を記憶する第２の記憶手段と、前記第１の記憶手段及び前記第２の記憶手段に記憶された
情報に基づいて、遊技機への電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる遊
技媒体に関する付与見込数情報を生成する生成手段と、遊技媒体に関わる所定の情報を表
示する遊技媒体数表示手段と、遊技機への電源の供給停止時に前記遊技媒体数表示手段に
電源を供給するバックアップ手段と、遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検
出する操作検出手段と、を備え、前記遊技媒体数表示手段は、前記遊技機への電源の供給
停止時に、前記バックアップ手段から供給される電源を用いて、前記生成手段によって生
成される付与見込数情報を表示するように構成し、遊技者に賞価値として多くの遊技媒体
を付与可能とする特別遊技状態が発生しているときに、遊技機への電源供給が停止して遊
技制御が中断した場合には、特別遊技状態が再開して新たに発生が見込まれる賞価値とし
ての遊技媒体数と、前記未付与の遊技媒体数とを、合計して前記遊技媒体数表示手段に表
示し、遊技機への電源供給が再開した場合には、前記操作検出手段による遊技の実行に関
わる所定の操作の検出を待たずに遊技者に対して前記未付与の遊技媒体の付与を自動的に
開始し、遊技機への電源供給の再開後に前記操作検出手段による遊技の実行に関わる所定
の操作の検出があった場合に、停電によって中断された特別遊技状態を再開するので、電
源供給再開後の特別遊技状態にて、遊技者に付与される遊技媒体数を、遊技者に理解させ
ることができるとともに、電源供給再開後の特別遊技状態によって新たに発生が見込まれ
る遊技媒体数と未付与の遊技媒体数とを合わせた、実質的に遊技者に付与すべき遊技媒体
数を認識することができる。さらに、遊技者の離席中に特別遊技状態が再開して、特別遊
技状態のチャンスを失うことが防止できるとともに、電源供給再開後から特別遊技状態再
開までの時間に未付与の遊技媒体の付与を開始すれば、再開された特別遊技中に発生した
遊技媒体を迅速に付与することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１９】
図１は、本発明の実施の形態の遊技機の全体の構成を示す正面図である。
【００２０】
図１に示す遊技機（パチンコ遊技機）１はカード球貸ユニット９０を併設したＣＲ機であ
る。遊技機１の前面枠３は本体枠（外枠）４にヒンジ５を介して開閉回動可能に組み付け
られ、遊技盤６は前面枠３の裏面に取り付けられた収納フレームに収装される。
【００２１】
遊技盤６の表面には、変動表示装置８、大入賞口を備えた変動入賞装置１０、各入賞口１
１～１５、始動口１６、普通図柄表示部７、普通変動入賞装置９等が配設された遊技領域
が形成される。前面枠３には、遊技盤６の前面を覆うカバーガラス１８が取り付けられて
いる。
【００２２】
変動表示装置８は、表示領域に、左、中、右の三つの表示図柄（識別情報）が表示される
。これらの表示図柄には、例えば「０」～「９」までの各数字と、「Ａ」～「Ｅ」のアル
ファベット文字が割り当てらている。
【００２３】
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変動表示装置８は、始動口１６へ遊技球の入賞があると、前述した数字、文字で構成され
る表示図柄が順に表示される。始動口１６への入賞が所定のタイミングでなされたとき（
具体的には、入賞検出時の特別図柄乱数カウンタ値が当たり値であるとき）には、大当り
状態となり、三つの表示図柄が揃った状態（大当たり図柄）で停止する。このとき、遊技
者に有利な特別遊技状態が起生され、変動入賞装置１０の大入賞口が所定の時間（例えば
３０秒）だけ大きく開き、多くの遊技球を獲得することができる。
【００２４】
この特別遊技状態は、３０秒が経過又は１０個の遊技球が入賞するまでのいずれかの条件
が成立すると大入賞口が閉成し、１ラウンドが終了する。このラウンド内での遊技球の入
賞口数をカウント数という。また、大入賞口の１回の開成中に特定の入賞口（継続入賞口
）に打球が入賞すると、大入賞口の次の開成の権利が与えられ、所定回数（例えば１５回
）まで大入賞口が開成して、特別遊技状態が終了する。
【００２５】
この始動口１６への遊技球の入賞は、特別図柄始動センサ５２で検知される。この遊技球
の通過タイミング（具体的には、入賞検出時点での遊技制御装置１００内に備えられた特
別図柄乱数カウンタの値）は、特別図柄入賞記憶として、遊技制御装置１００内の所定の
記憶領域（特別図柄乱数記憶領域）に、最大で連続した４回分を限度に記憶される。この
特別図柄入賞記憶の記憶数は、変動表示装置８の上側に設けられた４つのＬＥＤからなる
特別図柄記憶状態表示部２１に表示される。遊技制御装置１００は、特別図柄入賞記憶に
基づいて、変動表示装置８にて可変表示ゲームを行う。
【００２６】
普通図柄表示部７は、普通図柄始動ゲート（図示省略）へ遊技球の入賞があると、普通図
柄（例えば一つの数字からなる図柄）の変動表示を始める。普通図柄始動ゲートへの入賞
が所定のタイミングでなされたとき（具体的には、入賞検出時の普通図柄乱数カウンタ値
が当たり値であるとき）には、普通図柄に関する当たり状態となり、普通図柄が当たり図
柄（当たり番号）で停止する。このとき、始動口１６の手前に設けられた普通変動入賞装
置９が所定の時間（例えば０．５秒）だけ大きく開き、遊技球の始動口１６への入賞可能
性が高められる。
【００２７】
この普通図柄始動ゲートへの遊技球の通過は、普通図柄始動センサ５３で検知される。こ
の遊技球の通過タイミング（具体的には、遊技制御装置１００内に備えられた普通図柄乱
数カウンタの通過検出時点での値）は、普通図柄入賞記憶として、遊技制御装置１００内
の所定の記憶領域（普通図柄乱数記憶領域）に、最大で連続した４回分を限度に記憶され
る。この普通図柄入賞記憶の記憶数は、変普通図柄表示部７の左右に設けられた４つのＬ
ＥＤからなる普通図柄記憶状態表示部１９に表示される。遊技制御装置１００は、普通図
柄入賞記憶に基づいて、普通図柄に関する当たりの抽選を行う。
【００２８】
前面枠３の下部の開閉パネル２０には球を打球発射装置５００に供給する上皿２１が、固
定パネル２２には下皿２３及び打球発射装置５００の操作部２４等が配設される。操作部
２４にはタッチスイッチ２４Ａが設けられており、遊技者が操作部２４のハンドルに触れ
ているか否かを検出することができる。タッチスイッチ２４Ａからの信号は発射制御装置
５５０に入力され、タッチスイッチ２４Ａからの信号がないと、打球発射装置５００から
打球が発射されないように制御される。また、タッチスイッチ２４Ａからの信号は遊技制
御装置１００にも入力され、遊技者による遊技の準備が整っているかを検出し、タッチス
イッチ２４Ａからの信号により停電復帰後の遊技制御が進行する。
【００２９】
カード球貸ユニット９０には、前面のカード挿入部２５に挿入されたカード（プリペイド
カード等）のデータの読込、書込等を行うカードリーダライタと球貸制御装置が内蔵され
、カード球貸ユニット用の操作パネル２６は遊技機１の上皿２１の外面に形成される。
【００３０】
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カード球貸ユニット用の操作パネル２６には、カードの残高を表示するカード残高表示部
２７、球貸しを指令する球貸しスイッチ２８と、カードの返却を指令するカード返却スイ
ッチ３０等が設けられている。後述するように、カード残高表示部２７は停電時にも継続
して表示をすることから、消費電力の少ない液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）で構成されてい
る。
【００３１】
カバーガラス１８の枠の上部の、遊技機の前面から視認できる位置には、点灯により球の
排出の異常等の状態を報知する第１報知ランプ３１、第２報知ランプ３２、残賞球数表示
部３３が設けられている。
【００３２】
図２は、本発明の実施の形態の遊技機の全体の構成を示す背面図である。
【００３３】
遊技盤６の裏面側には、大入賞口、各入賞口１１～１５、始動口１６に入賞した入賞球を
案内する入賞球集合カバー（図示せず）が取り付けられている。
【００３４】
前面枠３の収納フレームの裏面側には、裏機構盤６０が取り付けられている。この裏機構
盤６０の中央部には、変動表示装置８等を制御する表示制御装置１５０、遊技制御装置１
００からの装飾制御指令信号により遊技盤６と前面枠３に設けられた装飾用のランプの点
灯／消灯を制御する装飾制御装置２００、スピーカ９５からの音響出力を制御する音制御
装置３００、遊技盤用外部端子４１が遊技盤カバーの内部に配置されている。また、裏機
構盤６０の中央部右側には、各制御装置（遊技制御装置１００、表示制御装置１５０、装
飾制御装置２００、音制御装置３００、排出制御装置４００、発射制御装置５５０等）に
供給する所定の電圧を発生する電源供給装置２５０が設けられている。
【００３５】
裏機構盤６０の開放軸側の上部には、ターミナル基板４２が装着されている。このターミ
ナル基板４２には、遊技機１の外部（遊技店の島設備）から２４ボルトの交流電源を取り
入れて電源供給装置２５０へ中継するとともに、電源スイッチ、過電流防止手段としての
ヒューズ等が配置されており、遊技機からの情報を収集する管理装置との間の外部信号線
を接続する枠用外部情報出力部（外部ターミナル）４２Ａが配置されている。ターミナル
基板４２に接続される電源線はカールコードとなっており、遊技機の裏面において下方ま
で垂れ下がらないようになっている。また、この電源線の先端には電源コネクタが設けら
れおり、遊技店の島設備のＡＣ２４Ｖの電源供給用端子に接続される。
【００３６】
さらに、裏機構盤６０の上部には、遊技球を貯留する球貯留タンク６１、球貯留タンク６
１の球を半端球検出センサ６４を備えた樋ユニット部（半端センサユニット）６３に導く
誘導樋６２が取り付けられている。誘導樋６２及び樋ユニット部６３には２条の流路が形
成されている。
【００３７】
裏機構盤３５の右側には、樋ユニット部３８の球を遊技機１の前面側の受皿に払い出す排
出装置（排出ユニット６００、流路切換ユニット７００）が取り付けられており、この排
出装置の作動によって、賞価値である賞球や、プリペイドカードの金額データから変換さ
れた貸球が遊技者に付与される。
【００３８】
裏機構盤６０の下部には、遊技を統括的に制御する遊技制御装置１００、排出ユニット６
００を制御する排出制御装置４００、打球発射装置５００、打球発射装置５００を制御す
る発射制御装置５５０、カード球貸ユニット用中継基板４３等が取り付けられている。
【００３９】
カード球貸ユニット９０はプリペイドカードにより遊技球を貸し出す。貸球の排出は、カ
ード球貸ユニット９０からカード球貸ユニット用中継基板４３を経由して入力された貸球
制御指令信号により、排出制御装置４００により制御された球排出装置（排出ユニット６
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００、流路切換ユニット７００）によりなされる。
【００４０】
排出ユニット６００と流路切換ユニット７００とは、上下に一体に組み付けられて、球排
出装置を構成している。また、排出ユニット６００および流路切換ユニット７００は、遊
技球を効率的に排出するため、２系統の球流路を設けている。
【００４１】
排出ユニット６００には、球送出部として、球排出用パルスモータ６２０に連結されたス
プロケットが設けられており、球排出用パルスモータ６２０の回転に基づく、スプロケッ
トの回転により、遊技球が排出される。
【００４２】
流路切換ユニット７００には、賞球としての遊技球が導入される賞球流路と、貸球として
の遊技球が導入される貸球流路に分岐している。この分岐部には、流路切換弁が設けられ
、賞球流路と貸球流路の入口を選択的に閉鎖する。賞球流路には賞球検出センサ７１３Ａ
、７１３Ｂが設けられ、貸球流路には、それぞ貸球検出センサ７１４Ａ、７１４Ｂが設け
られ、通過した遊技球の数を流路毎にカウントできるようになっている。
【００４３】
この排出ユニット６００の球送出部と、流路切換ユニット７００の検出センサ（賞球検出
センサ７１３、貸球検出センサ７１４）の間にはある程度の距離があるため、排出ユニッ
ト６００から排出された遊技球が流路切換ユニット７００で検出されるまでには時間的な
ずれが生じる。このため、排出動作中に停電があり、排出用パルスモータ６２０が停止し
、排出ユニット６００が停止した後にも流路切換ユニット７００を通過する遊技球が残る
ことになる。
【００４４】
打球発射装置５００より遊技領域に発射された球が各入賞口１１～１５、大入賞口に入賞
すると、遊技制御装置１００から賞球制御指令信号が排出制御装置４００に送られ、排出
制御装置４００により排出ユニット６００が駆動され、排出装置から所定数の賞球が排出
される。
【００４５】
図３は、本発明の実施の形態の遊技機の全体の構成を示すブロック図である。
【００４６】
遊技制御装置１００、装飾制御装置２００、排出制御装置４００は、それぞれ、ＣＰＵ、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力インターフェース（Ｉ／Ｆ）で構成されている。
【００４７】
遊技制御装置１００には各種検出装置からの検出信号が入力され、入出力インターフェー
スを介してＣＰＵに入力される。これらの各種検出装置には、一般入賞口１１～１５への
入賞を検出する一般入賞口センサ５１．１～５１．Ｎ、始動口１６への入賞球の検出によ
って変動表示装置８による可変表示ゲームを開始するための特別図柄始動センサ５２、球
の検出によって普通変動入賞装置９の作動を決定するための普通図柄表示装置７の変動を
開始させる普通図柄始動センサ５３、大入賞口への入賞を検出するカウントセンサ５４及
び大入賞口継続センサ５５、遊技盤前面のガラス枠の開放を検出する金属枠開放センサ５
６、排出ユニット６００によって排出された遊技球が貯留過多となったことを検出するオ
ーバーフローセンサ５７、排出ユニット６００への遊技球の供給が不十分であることを検
出する半端球検出センサ６４などが含まれる。
【００４８】
遊技制御装置１００のＣＰＵは、これらの検出信号に基づいて、ＲＯＭに記録されたプロ
グラム（遊技プログラム）を実行し、遊技の統括的な制御（遊技制御）を行う。具体的に
は、遊技制御装置１００は装飾制御装置２００、排出制御装置４００にそれぞれ装飾制御
指令信号、賞球制御指令信号を出力し、これらを制御する。なお、遊技制御装置１００か
ら装飾制御装置２００、排出制御装置４００へのデータは単方向で通信され、装飾制御装
置２００、排出制御装置４００から遊技制御装置１００へのデータの送信は行われないよ
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うになっている。
【００４９】
遊技制御装置１００は、大入賞口ソレノイド１０Ａ、普通変動入賞口ソレノイド９Ａに制
御信号を送信し、これらのソレノイドへの通電を制御することにより、特別変動入賞装置
１０、普通変動入賞装置９の開閉を制御する。さらに、普通図柄表示装置７に制御信号を
送信し、この表示を制御する。
【００５０】
また、遊技制御装置１００は、賞球排出が正確に行われているかを監視する。具体的には
、排出制御装置４００へ賞球制御指令信号として送信した排出を指令した賞球数と、賞球
検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂにより計数された実際の排出数が一致するかの監視及び賞
球排出指令が送信されていないにも関わらず賞球排出がなされていないかの監視を行う。
賞球排出指令信号が送信されていないにも関わらず、賞球排出がされている等の異常が認
められたときは、異常対応処理を行う。例えば、枠用外部情報出力部４２Ａから異常検出
信号を管理装置（ホールコンピュータ）に出力し、装飾制御装置２００に装飾制御指令信
号を送信して、賞球異常報知ＬＥＤ３１を点滅させて異常を報知する。あるいは、遊技制
御の停止、打球発射の停止等により、遊技を強制的に中止させる。
【００５１】
また、遊技制御装置１００は、残賞球表示コントロールユニット８００に対して、残賞球
表示部３３の表示内容を送信して制御している。
【００５２】
排出制御装置４００には、排出された球を検出する賞球検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂか
らの検出信号が入力される。具体的には、排出ユニット６００から賞球として排出された
球を検出する賞球検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂの各検出信号と、排出ユニット６００か
ら貸球として排出された球を検出する貸球検出センサ７１４Ａ、７１４Ｂの各検出信号と
が入力される。そして、排出制御装置４００は、賞球制御指令信号に基づいて、排出ユニ
ット６００からの遊技球の排出及び流路切換ユニット７００における流路切換を制御する
。また、排出制御装置４００には、遊技制御装置１００からの賞球制御指令信号とは別に
、カードユニット９０から貸球要求信号が入力される。排出制御装置４００は、賞球制御
指令及び貸球要求信号に基づいて排出ユニット６００を制御し、排出球検出手段としての
排出センサ（賞球検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂ、貸球検出センサ７１４Ａ、７１４Ｂ）
の検出信号を用いて、賞球及び貸球の排出を行う。
【００５３】
なお、賞球検出センサ７１３Ａ、７１３Ｂの各検出信号は、中継基板７１０を介して遊技
制御装置１００へも入力されている。
【００５４】
遊技制御装置１００、排出制御装置４００は、通常動作中は、所定時間（２ミリ秒）間隔
で発生するクロックパルスに基づいて（又は所定時間（２ミリ秒）のウェイトを設けるこ
とにより）呼び出される割込処理により、所定時間間隔で賞球検出センサ７１３の出力を
読み込みカウンタ（確認カウンタ、貯留カウンタ）を減算する。また、遊技制御装置１０
０、排出制御装置４００の通常動作中に停電が発生すると、電圧検出回路２５３により発
生する停電検出信号に基づくＮＭＩ割込により、後述する停電検出処理が実行される。
【００５５】
装飾制御装置２００には、遊技制御装置１００からのランプを点灯（点滅）させる指令信
号である装飾制御指令信号が入力され、各種ランプを点灯駆動する。具体的には、遊技制
御装置１００が遊技機１の異常を検出すると、異常報知ランプ３１を点灯させる。また、
遊技制御装置１００から排出制御装置４００に賞球制御指令信号が送られ、賞球の排出が
始まると、賞球排出ランプ３２を点灯させる。さらに、遊技機１が大当り状態となると、
遊技に抑揚をつけるように、装飾ランプ４５．１～４５．Ｎを点灯（点滅）させる。
【００５６】
電源供給装置２５０は、電源回路２５１、電圧検出回路２５３、バックアップ電源回路２
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５６を有している。電源回路２５１は、遊技店の島設備から遊技機１が外部ターミナル４
２Ａを介して受電した２４ボルトの交流電源を、各制御装置（遊技制御装置１００、排出
制御装置４００等）の動作に必要な電圧（１２Ｖ、１８Ｖ等）の直流電源に変換して、各
制御装置１００、４００等に供給する。電圧検出回路２５３は、遊技機に供給される電圧
の変動を監視し、電圧の低下を検出すると、停電検出信号を出力して、各制御回路（遊技
制御回路１００、排出制御装置４００）に停電処理を実行させる。バックアップ電源回路
２５６は電源回路２５１からの５Ｖの出力が常時印加されている大容量素子（二次電池、
スーパーキャパシタ等）によって構成され、遊技機への電源の供給が停止した状態（停電
時）で、電源回路からの出力が消滅しても、停電時にも動作をする必要がある回路に電源
を供給するものであり、停電時にも記憶内容を保持する必要があるバックアップメモリ、
停電時にも動作が必要な回路（例えば、表示コントロールユニット８００全体）に電源を
供給する。
【００５７】
残賞球表示コントロールユニット８００は、遊技制御装置１００に接続されており、残賞
球表示部３３に表示する内容を記憶し、表示内容を制御するもので、その構成は図４を用
いて詳述する。また、残賞球数表示部３３は、残賞球表示コントロールユニット８００に
より制御され、停電時に未排出の賞球数を表示するものであるが、本発明では、特別遊技
の起生中に停電が発生したならば、該特別遊技により獲得が見込まれる遊技球数を表示す
る。
【００５８】
図４は、本発明の実施の形態の遊技機の残賞球表示コントロールユニット及びその周辺の
ブロック図である。
【００５９】
残賞球表示コントロールユニット８００は制御部８１０、ドライバ部８２０を備え、外部
から書込可能なレジスタ（８３１～８３４）を記憶する記憶部を備えている。
【００６０】
表示コントロールユニット８００は遊技制御装置１００に接続されており、遊技制御装置
１００から停電発生、残賞球数、遊技進行情報の各信号を受信し、対応するレジスタに記
憶する。また、表示コントロールユニット８００はバックアップ内容を消去するクリアス
イッチ２５５にも接続されており、クリアスイッチ２５５からの入力は制御部８１０に入
力され、制御部８１０によりクリア指示レジスタ８３４が設定される。このクリア指示レ
ジスタ８３４の情報により遊技制御装置１００の排出球数に関するカウンタがクリアされ
る。
【００６１】
停電発生レジスタ８３３は、その値が通常は”０”であり、停電が発生すると、その値が
”１”に書き換わる。すなわち、電源装置２５０の電圧検出回路２５３が電源電圧の低下
を検出すると、遊技制御装置１００に停電検出信号が出力され、遊技制御装置１００は表
示コントロールユニット８００に停電発生信号を出力する。停電発生信号を受けた表示コ
ントロールユニット８００は、停電発生レジスタを”１”に書き換えて、記憶する（図６
のＳ３０）。また、遊技制御装置１００の電源投入時の初期化処理にて、停電発生レジス
タは”０”に書き換えられる（図５のＳ５）。
【００６２】
遊技進行情報レジスタ８３２には、変動表示装置８による図柄変動ゲームの結果により起
生される遊技者に有利な特別遊技状態の進行に関する情報が記憶保持されている。すなわ
ち、遊技進行情報レジスタ８３２には、停電発生時の遊技の状態（例えば、大当り中、確
率変動中、大当りのラウンド数、大当りのカウント数等）を記憶保持する。遊技進行情報
レジスタ８３２は、遊技制御装置１００からの信号により内容が書き換えられ（図６のＳ
２９）、制御部８１０により読み出され、残賞球表示部３３に表示される。
【００６３】
残賞球数レジスタ８３１には、未排出の賞球数が記憶されている。すなわち、遊技制御装
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置１００が入賞口センサ５１により賞球を検出すると、確認カウンタに排出すべき賞球数
を加算し、賞球を排出する毎にこのカウンタ値を減算する。遊技制御装置１００から表示
コントロールユニット８００には、賞球排出毎及び停電が発生したときの、確認カウンタ
に記憶されている残賞球数データが送信される。具体的には、遊技機に電源が投入された
とき、賞球を排出したり、入賞球が検出されることにより確認カウンタ値が変化したとき
に（図５のＳ１２等）、遊技制御装置１００から表示コントロールユニット８００に残貸
球数を出力する。また、電源装置２５０が遊技制御装置１００に停電検出信号を出力する
と、遊技制御装置１００は停電発生処理を実行し、停電発生処理で計数した賞球数も考慮
した残賞球数を表示コントロールユニット８００に出力して、残賞球レジスタに書き込む
クリア指示レジスタ８３４は、クリアスイッチ２５５が操作されると、制御部８１０によ
り設定される。このクリア指示レジスタの内容は、排出制御装置１００にも出力され、排
出制御装置１００内のＲＡＭに記憶された確認カウンタの値をクリアするのに用いられる
。
【００６４】
本実施の形態では、クリア指示スイッチ２５５は遊技機の裏面側（電源供給装置２５０）
に設けたが、遊技機の正面側に鍵により操作するスイッチとして設けたり、或いは、遊技
店の従業員に赤外線（或いは電波）を発するリモコンを持たせ、このリモコンが発する赤
外線を受信する受信手段を遊技機のクリア指示スイッチと電気的に接続する構成にして、
遊技店の従業員によりクリアを指示させる構成であってもよい。このように、クリア指示
スイッチ２５５を遊技盤の裏面側に設けるか、鍵或いはリモコンといった従業員が可搬な
操作器具によってクリア指示が行えるようにしておけば、遊技者が誤ってクリア操作をし
てしまうことがなくなる。
【００６５】
図５は、本発明の実施の形態の遊技機の遊技制御装置の動作のうちメイン処理を示すフロ
ーチャートである。
【００６６】
遊技制御装置１００のＣＰＵは電源投入時（停電復帰時）に、表示コントロールユニット
８００を通常状態に設定し、停電発生レジスタ８３３を通常状態を意味する”０”にクリ
アする初期化処理を行う（Ｓ１）。この遊技制御装置１００の初期化と同様に、排出制御
装置４００も初期化され、未排出の賞球（残賞球）の排出を開始する。
【００６７】
そして、遊技制御装置１００は、クリア操作部２５５の操作に基づき設定されるクリア指
示レジスタ８３４を参照して、バックアップメモリのクリアが必要かを判定する（Ｓ２）
。クリア指示レジスタ８３４にクリア指示が記憶されていれば（Ｓ２で”Ｙ”）、ステッ
プＳ３にて、バックアップメモリに記憶された停電発生時の遊技の状態（大当り中、確率
変動中、現在の大当りのラウンド数、現在の大当りのカウント数等）をクリアして、遊技
状態を初期化する。また、確認カウンタの値をクリアして、確認カウンタに記憶保持され
た遊技球数が停電復旧後に排出されないようにする（Ｓ４）。一方、クリア指示レジスタ
８３４にクリア指示が記憶されていなければ（Ｓ２で”Ｎ”）、確認カウンタの値をクリ
アせず、停電復旧後の動作を開始する。この賞球排出の基礎となる確認カウンタは、入賞
球を検出したら、排出制御装置４００に賞球制御指令信号を送信するとともに、入賞口毎
に定められた賞球数分だけ加算、更新される。また、確認カウンタは、賞球を排出する（
賞球排出が検出される）と、排出された数量分だけ減算、更新される。
【００６８】
その後、残賞球表示コントロールユニット８００に停電状態から通常状態に移行したこと
を通知し、停電発生レジスタ８３３に通常状態を意味する”０”を書き込んで、電源が正
常な状態で、通常の動作（停電処理でない動作）を始めたことを記憶する（Ｓ５）。
【００６９】
そして、タッチスイッチ２４Ａがオン状態にあるかを判定する（Ｓ６）。すなわち、遊技
者が打球発射装置の操作部２４に触れていれば、タッチスイッチ２４Ａからの出力が得ら
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れるので、遊技の準備が整っていると判断し、入賞球の検出（Ｓ７）、賞球の検出（Ｓ１
０）、特別遊技の再開（Ｓ１３）等の処理に進む。
【００７０】
そして、入賞球を検出する入賞口センサ５１等の出力を判定する（Ｓ７）。入賞口センサ
５１等により入賞球が検出されたなら（Ｓ７で”Ｙ”）、排出制御装置４００に、入賞口
毎に定められた賞球数に対応する賞球制御指令信号を送信して賞球の排出を指示する（Ｓ
８）。そして、入賞口毎に定められた賞球数分だけ確認カウンタを加算・更新する（Ｓ９
）。一方、入賞球が検出されていなければ（Ｓ７で”Ｎ”）、確認カウンタの更新等（Ｓ
８、Ｓ９）をせずに、次のステップへ進む。
【００７１】
その後、排出ユニット６００を動作（パルスモータ６２０の回転）により排出された賞球
を、賞球検出センサ７１３によって検出する（Ｓ１０）。賞球検出センサ７１３によって
賞球排出が検出されたら（Ｓ１０で”Ｙ”）、検出された賞球の排出数を確認カウンタか
ら減算・更新する（Ｓ１１）。一方、賞球排出が検出されなかったら（Ｓ１０で”Ｎ”）
、確認カウンタを更新せずに次のステップに進む。
【００７２】
そして、確認カウンタに記憶されている未排出の賞球数（残賞球数）を表示コントロール
ユニット８００に転送し、未排出の賞球数を残賞球数レジスタ８３１に書き込んで、未排
出の賞球数を表示コントロールユニット８００に記憶する（Ｓ１２）。その後、その他の
遊技制御として、装飾制御指令信号、賞球制御指令信号の出力や、特別変動入賞装置１０
、普通変動入賞装置９の開閉の制御等をして、遊技制御を再開する（Ｓ１３）。
【００７３】
このように、入賞球を検出し、賞球排出を検出すると残賞球数レジスタ８３１が書き込ま
れるので、残賞球数レジスタ８３１には最新の残賞球数データが記憶・保持されている。
【００７４】
本実施の形態では、停電復旧にともなって、遊技制御装置１００の初期化とほぼ同時に、
自動的に排出制御装置４００が未排出の賞球（残賞球）の排出を開始するのに対して、特
別遊技状態はタッチスイッチ２４Ａによる検出後に開始されるので、特別遊技状態が開始
する前に未排出の賞球を排出することができ、特別遊技状態での賞球排出とタイミングを
ずらして残賞球を排出できることから、全体として早く賞球を排出することができる。
【００７５】
なお、本実施の形態では、タッチスイッチがオン状態にあるかにより、停電復帰後の遊技
制御を再開するか否かを判定したが（Ｓ６）、遊技店の従業員が操作する操作部を設け、
遊技店の従業員が遊技者の状態を確認して該操作部に所定の操作をすることにより遊技を
再開するように構成してもよい。また、この操作は遊技制御装置１００に接続された管理
装置における操作としてもよい。
【００７６】
図６は、本発明の実施の形態の遊技機の遊技制御装置の停電検出処理を示すフローチャー
トである。この停電検出処理は、電源供給装置２５０の電圧検出回路２５３が電源電圧を
監視した結果、電圧の低下（停電）を検出したならば、遊技制御装置１００のＣＰＵにＮ
ＭＩ割込をかけることにより実行されるものである。
【００７７】
この停電検出処理では、まず、タイマ割込を禁止して、通常時の手順による賞球検出セン
サ７１３による賞球の検出が行われないようにする（Ｓ２１）。これにより通常処理と停
電検出処理との両方で賞球が重複して検出されることが防止できる。そして、賞球検出セ
ンサ７１３の読み込み回数を定めるタイマの初期値（例えばＴ＝５００）を設定し、タイ
マを起動して（Ｓ２２）、タイマのループ（Ｓ２３～Ｓ２７）に入る。このタイマのルー
プ内では、所定時間間隔で賞球検出センサ７１３の出力を読み込む処理が行われる。
【００７８】
具体的には、賞球検出センサ７１３の出力を、所定時間（２ミリ秒）間隔で検出し、読み
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込むために検出ディレイにて待ち時間を設定し（Ｓ２３）、２ミリ秒後に賞球検出センサ
７１３の出力を読み込む（Ｓ２４）。この２ミリ秒間に賞球検出センサ７１３の出力が”
０”から”１”へ変化したならば、賞球が賞球検出センサ７１３の位置の、賞球が通過を
始めたことを検出したと判断して（Ｓ２４で”Ｙ”）、確認カウンタを減算する（Ｓ２５
）。一方、この２ミリ秒間で賞球検出センサ７１３の出力の”０”から”１”への変化が
検出されなければ、球が通過し始めたものでない（球通過の立ち上がりでない）と判断し
（Ｓ２４で”Ｎ”）、確認カウンタを減算（Ｓ２５）することなく、次のステップに進む
。
【００７９】
その後、未排出賞球数を表示コントロールユニット８００に転送して、残賞球数レジスタ
８３１に書き込む（Ｓ２６）。そして、タイマカウンタ（Ｔ）から１を減じ（Ｓ２７）、
タイマカウンタが０になったかを判定し、タイマカウンタ値が”０”より大きければ（Ｓ
２８で”Ｎ”）、所定回数の賞球検出センサ７１３の読み込み処理が終了していないので
、Ｓ２３に戻り、前回の賞球検出センサ７１３の読み込みから２ミリ秒のディレイの後（
Ｓ２３）、再度賞球検出センサ７１３の出力を読み込む処理（Ｓ２４）を繰り返す。
【００８０】
一方、タイマカウンタ値が”０”になったら（Ｓ２８で”Ｙ”）、所定回数（５００回）
の賞球検出センサ７１３の読み込み処理が終了しているので、遊技制御装置１００から表
示コントロールユニット８００に、現在の遊技状態に関する情報を転送し、大当り中であ
るか、確率変動中であるか、大当りのラウンド数、大当りのカウント数等の遊技状態を、
遊技進行情報レジスタ８３２に設定する（Ｓ２９）。そして、遊技制御装置１００から表
示コントロールユニット８００に停電発生中であることを通知し、停電発生レジスタ８３
３を停電状態を示す”１”に設定する（Ｓ３０）。これの停電発生レジスタ８３３の設定
により、表示コントロールユニットは、残賞球数表示部３３に表示する内容を通常時の表
示から停電発生時の表示へと切り替える。
【００８１】
本停電検出処理で、タイムアップとなった（Ｓ２８で”Ｙ”）後は、賞球が賞球検出セン
サ７１３を通過しても、賞球検出センサ７１３の読み込みが終了しているので、この停電
発生処理においては確認カウンタはこれ以上減算されず、該停電発生における確認カウン
タ値は確定する。よって、確定した確認カウンタ値が残賞球表示部３３に表示される。
【００８２】
その後、遊技制御装置１００は、電源が遮断されるまで、アイドリング処理として、何も
演算、データの入出力をせずに待機する（Ｓ３１）。
【００８３】
本実施の形態では賞球の排出について説明したが、スロットマシン遊技機のようにコイン
を排出する遊技機おいても同様の制御が可能である。
【００８４】
図７は、本発明の実施の形態の遊技機の残賞球表示コントローラの処理を示すフローチャ
ートである。この残賞球表示コントローラは、表示コントロールユニット８００の制御部
８１０の作用により実現される。
【００８５】
まず、残賞球表示コントローラは表示コントロールユニット８００の各レジスタの値を順
次読み取る（Ｓ４１～Ｓ４３）。具体的には、未排出賞球数を記憶・保持している残賞球
数レジスタ８３１の数値を確認する（Ｓ４１）。さらに、残賞球表示部３３に表示する遊
技進行情報を記憶・保持している遊技進行情報レジスタ８３２の記憶内容を確認する（Ｓ
４２）。最後に、現在が停電状態か通常状態かを保持している停電発生レジスタ８３３の
値を確認する（Ｓ４３）。
【００８６】
各レジスタ値の読み取りが終了すると、どのデータを表示するかを選択する（Ｓ４４～Ｓ
４７）。
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【００８７】
まず、取り込んだ停電発生レジスタの値により、現在が停電状態か否かが判定される（Ｓ
４４）。停電状態であれば、停電発生レジスタは”１”に設定されているので、ステップ
Ｓ４７に進み、残賞球数レジスタ８３１から残賞球数データを読み取り、残賞球表示部３
３に残賞球数を表示するとともに、遊技進行情報レジスタ８３２に記憶・保持されている
遊技進行情報を表示する（Ｓ４７）。
【００８８】
一方、通常状態（電源が正常である停電発生時以外の状態）であれば、停電発生レジスタ
は”０”にクリアされているので、残賞球数クリア指示レジスタをクリア（消去）して、
後の処理（図５のＳ２）にてバックアップメモリの記憶値が消去されないようにする（Ｓ
４５）。そして、残賞球表示部３３に残賞球数レジスタ８３１に記憶された未排出の賞球
数を表示する。
【００８９】
その後、クリア操作部２５５が操作されているかのチェックのために、クリア操作部２５
５からの信号検出する（Ｓ４８）。そして、クリア操作部２５５が操作されているかを判
定する（Ｓ４９）。クリア操作部２５５が操作されていれば（Ｓ４９で”Ｙ”）、ステッ
プＳ４９にて残賞球数レジスタ８３１の値をクリアする。さらに、遊技進行情報レジスタ
８３２をクリアし、大当り状態の表示がされないようにする。そして、クリア指示レジス
タ８３４をセットする（Ｓ５０）。このクリア指示レジスタ８３４の値は、後の遊技制御
装置１００のメイン処理で確認カウンタの値をクリアする（図５のＳ３）のに用いられる
。その後、処理の初め（Ｓ４１）に戻る。
【００９０】
一方、クリア指示レジスタ８３４にクリア指示が記憶されていなければ（Ｓ４８で”Ｎ”
）、残賞球数レジスタ８３１、遊技進行情報レジスタ８３２の記憶内容を消去せず、処理
の初め（Ｓ４１）に戻る。
【００９１】
なお、本実施の形態では、残賞球数は停電時のみに表示されるが、通常時にも残賞球数を
表示するように構成してもよい。そのときには、停電時と通常時とで異なる表示態様（例
えば、表示色を変える、点滅の有無等）により残賞球数を表示すると好適である。
【００９２】
さらに、本実施の形態では、遊技機の状態により機種仕様情報と残賞球数との一方を選択
的に表示するが、機種仕様情報と残賞球数とを交互に表示させ（例えば、表示がスクロー
ルして両者が順に表れるように表示させ）てもよい。
【００９３】
図８は、本発明の実施の形態の遊技機の残賞球表示部の表示例を示す図である。
【００９４】
図８に示す表示例では、残賞球表示部３３には、残賞球数の他、大当り中に既に進行した
ラウンド数と、該ラウンドでの大入賞口への入賞球数を示すカウント数とが表示されてい
る。このように、残賞球表示部３３に、中断した特別遊技（大当り中の遊技）の進行状態
を特定可能にラウンド数、カウント数を表示をすると、特別遊技状態の起生から停電発生
までの特別遊技の経過を遊技者が理解することができ、残りの特別遊技に対して、遊技店
で定めたルールに従って、最大獲得賞球数を遊技者に付与するとか、平均獲得賞球数を遊
技者に付与するとかの対応が可能となり、特別遊技により付与が見込まれる遊技媒体数を
、的確に遊技者に保証することができる。
【００９５】
図９は、本発明の実施の形態の遊技機の残賞球表示部の別の表示例を示す図である。
【００９６】
図９に示す表示例では、残賞球表示部３３には、残賞球数の他、残りの特別遊技（大当り
中の遊技）において獲得が見込まれる賞球数、及び、残賞球数と特別遊技において獲得が
見込まれる賞球数とが表示されている。このように、残賞球表示部３３に、中断した特別
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遊技が終了するまでに遊技者により獲得が見込まれる賞球数を表示をすると、電源供給再
開後に再開される特別遊技状態において遊技者に付与される賞球数を、遊技者に理解させ
ることができる。
【００９７】
ちなみに、この場合における「獲得が見込まれる賞球数」とは、遊技機１への電源供給復
帰後の大当り遊技にて新たに発生する賞球の予測数であるので、電源供給復帰後の大当り
遊技で実際に獲得できる賞球の数とは、差異が生じてしまう。そのため、この「獲得が見
込まれる賞球数」には、統計学的な平均値や、遊技者が最も有利になるような数値など、
遊技機のゲーム内容に応じた適切な値を予め定めておく。
【００９８】
また、残賞球表示部３３に、中断された特別遊技が終了するまでに遊技者により獲得が見
込まれる賞球数と、未排出の賞球数との合計を表示すると、電源供給再開後に再開される
特別遊技状態において遊技者によって獲得が見込まれる賞球数と、停電発生時に未排出の
賞球数とを切り替えて表示する必要がなく、遊技店の従業員が面倒な計算をすることなく
、遊技者に付与すべき賞球数を認識することができる。
【００９９】
このように、本発明の実施の形態では、遊技機への電源供給が停止する際に、賞価値とし
て発生した遊技媒体のうちで遊技者への付与が済んでいない未付与の遊技媒体の情報を記
憶するバックアップメモリ（残賞球数レジスタ）と、遊技機への電源供給が停止する際に
中断された遊技状態に関する情報を記憶するバックアップメモリ（遊技進行情報レジスタ
）と、残賞球数レジスタ及び遊技進行情報レジスタに記憶された情報に基づいて、遊技機
への電源供給が再開した際に遊技者へ新たに付与が見込まれる賞球数に関する情報を生成
する生成手段と、遊技球に関わる所定の情報（例えば、未排出賞球数）を表示する残賞球
表示部３３と、遊技機への電源の供給停止時に残賞球表示部３３に電源を供給するバック
アップ電源回路２５６と、を備え、残賞球表示部３３は、停電時（遊技機への電源の供給
停止時）にバックアップ電源回路２５６から供給される電源を用いて、生成手段によって
生成される情報を（例えば、未排出賞球数）を表示をするので、停電によって遊技が中断
してしまった場合でも、本来ならば遊技者に付与されるべきであった賞球数（例えば、停
電により中断された特別遊技が最終ラウンドまで終了したときに獲得が見込まれる賞球）
を、停電時の遊技状態に対応して表示するので、遊技機が停電から復帰できない場合に、
他の手段（例えば、この賞球数に相当する景品を渡す）で遊技者に付与することができ、
特別遊技の発生により獲得が見込まれる賞球数を、遊技者に保証することができる。
【０１００】
また、遊技者に有利な特別遊技状態が発生しているときに、遊技機への電源供給が停止し
て遊技制御が中断した場合には、残賞球数表示部３３に、特別遊技状態の進行状況の表示
をするので、特別遊技状態発生から停電発生までの特別遊技の経過を遊技者が理解するこ
とができ、残りの特別遊技に対して、遊技店で定めたルールに従った対応が可能となり、
特別遊技により付与が見込まれる賞球数を、遊技者に保証することができる。
【０１０１】
また、遊技者に有利な特別遊技状態が発生しているときに、遊技機への電源供給が停止し
て遊技制御が中断した場合には、特別遊技状態が再開して新たに発生が見込まれる賞球数
と、未付与の賞球数とを、個別に又は合計して残賞球数表示部３３に表示するので、電源
供給再開後の特別遊技状態にて、遊技者に付与される賞球数を、遊技者に理解させること
ができるとともに、電源供給再開後の特別遊技状態によって新たに付与が見込まれる賞球
数と未付与の賞球数とを合わせた、実質的に遊技者に付与すべき賞球数を認識することが
できる。
【０１０２】
また、特別遊技状態が再開して新たに発生が見込まれる賞球数と、未付与の賞球数との少
なくとも一方を初期化するクリア操作部２５５を設けたので、他の手段により特別遊技状
態において獲得が見込まれる賞球数や、未排出の賞球数を、遊技者に保証したときには、
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電源供給再開後に特別遊技状態や、残賞球の排出を無効とした状態で遊技を再開すること
ができ、遊技者に対して重複して賞球を付与することがなくなる。
【０１０３】
また、遊技の実行に関わる所定の操作が行われたことを検出する操作検出手段を備え、遊
技機への電源供給が再開した場合には、操作検出手段による遊技の実行に関わる所定の操
作の検出を待たずに遊技者に対して未付与の遊技媒体の付与を開始し、操作検出手段によ
る遊技の実行に関わる所定の操作の検出があった場合に、特別遊技状態を再開するので、
遊技者の離席中に特別遊技状態が再開して、特別遊技状態のチャンスを失うことが防止で
きるとともに、電源供給再開後から特別遊技状態再開までの時間に未付与の賞球の付与を
開始すれば、再開された特別遊技中に発生した賞球を迅速に付与することができる。
【０１０４】
すなわち、停電復帰時に特別遊技を自動的に再開すると、遊技者が気が付かない間に特別
遊技が進行してしまい、遊技者に不利益となる。一方、停電復帰直後から遊技者が特別遊
技状態で遊技をすると、停電発生前の未排出賞球と特別遊技により獲得した賞球とが同時
に排出されることから、全体としての賞球の排出が遅くなる問題がある。しかし、本実施
の形態に係る遊技機では、停電復帰後、何らの操作を要さずに未排出賞球を排出するので
、停電復帰後から特別遊技状態の開始までの間に未排出賞球を排出する。さらに、発射ハ
ンドル２４への接触を検出した後に、特別遊技を再開するので、遊技者に不利益を及ぼす
ことがない。よって、全体として、早く賞球を排出することができる。
【０１０５】
今回開示した実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられる
べきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特
許請求の範囲と均等の意味及び内容の範囲での全ての変更が含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態の遊技機全体の構成を示す正面図である。
【図２】　同じく遊技機全体の構成を示す背面図である。
【図３】　同じく遊技機全体の構成を示すブロック図である。
【図４】　同じく表示コントロールユニット周辺のブロック図である。
ある。
【図５】　同じく排出制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】　同じく遊技機の停電検出処理を示すフローチャートである。
【図７】　同じく遊技機の残度数コントローラの処理を示すフローチャートである。
【図８】　同じく残賞球表示部の表示例を示す図である。
【図９】　同じく残賞球表示部の表示例を示す図である。
【符号の説明】
１　遊技機
３　前面枠
４　本体枠
５　ヒンジ
６　遊技盤
８　変動表示装置
３５　裏機構盤
９０　カード球貸ユニット
１００　遊技制御装置
１５０　表示制御装置
２００　装飾制御装置
２５０　電源供給装置
３００　音制御装置
４００　排出制御装置
５００　打球発射装置
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５５０　発射制御装置
６００　排出ユニット
７００　流路切換ユニット

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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